
 

 

保育所等の在園児の保護者について、保育を必要とする事由（就労状況など）の確認、 

次年度の施設利用の意思確認を行うため、「教育・保育給付認定現況届 兼 利用申請書」

及び保育を必要とする事由を確認する書類の提出をしていただきます。入所調整結果は、

２月下旬頃に郵送にてご案内する予定です。 

 なお、書類の不足、書類内容の虚偽、申請書の未提出などにより継続入所できない場合

がありますのでご注意ください。 

            

 

【町内の保育所へ通っていて、４月からも同じ保育所を利用希望の方】 

       現在、利用している保育所 

【町外保育所利用者又は４月から保育所変更希望や教育・保育給付認定のみ受けている方】    

大任町役場 福祉課 福祉係 

 

 

 

 令和８年１月５日（月）～１月 1６日（金） 

※期間を過ぎますと、保育所利用の意思がないと判断し、 

新規の方の利用調整をさせていただきますのでご了承ください。 

 

 

 

下記の内容を確認のうえ、□にチェックして必要な書類を準備してください。 

必要書類等 備考 チェック 

現況届 兼 利用申請書 児童１人につき１枚必要 □ 

保育を必要とする証明書 

※下記表参照 

保護者全員分（父・母）必要 

※２人以上同時申込の場合は、世帯で１部提出してください。 
□ 

※保育を必要とする証明書類 

申請書の理由欄 必 要 書 類 
チェック 

父 母 

就労 就労証明書 □ □ 

妊娠・出産 

(出産前後 2 か月) 

申告書・診断書または母子健康手帳（出産予定日の分かるもの） 
 □ 

病気 申告書・診断書または障害者手帳など □ □ 

介護・看護 申告書・介護される人の診断書または障害者手帳など □ □ 

災害復旧 申告書・罹災証明書 □ □ 

求職 申告書 □ □ 

就学 申告書・在学証明書 □ □ 

 

令和８年度教育・保育給付認定現況届 兼 保育所利用申請 

提出に必要な書類 

提出場所 

提出期間 

 


